参考例１７（要領第７の１１）

令和７年３月２５日

(派遣元）
三重労働局株式会社　御中

(派遣先）
株式会社ハローワーク　三重工場
　　　　　　　　役職 ○ ○ ○ 氏名◇ ◇ ◇ ◇



労働者派遣法第４０条の９第２項に基づく通知書



　令和７年３月２２日付けの「派遣先通知書」により、貴社から通知された派遣労働者○○○○は、当社を離職した者であり、派遣受入開始日において、当該離職の日から起算して1年を経過していないことを通知します。



（注） 当該派遣労働者が、60歳以上の定年退職者である場合には、通知の必要がありません。R0704
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